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Ⅰ．公会計改革と財務書類作成の意義 

１．新地方公会計制度の概要 

 現在の地方自治体の会計は、歳入・歳出の現金の動きのみを記録する「現金主義・単式

簿記」により管理されています。このような状況の中、平成１９年１０月に総務省より「公

会計の整備推進について」と共に「新地方公会計制度実務研究会報告書（以下、実務研究

会報告書）」が示され、「発生主義・複式簿記」を特徴とする企業会計の手法を取り入れた

「基準モデル」「総務省方式改訂モデル」という新しい２種類の会計基準が紹介されました。 

この新地方公会計制度を導入することで、資産や負債などのすべての行政資源と行政コ

ストを統合的に把握することが可能となります。 

 

２． 基準モデル･総務省方式改訂モデルの違い 

（１）基準モデル 

 開始時点で土地、建物、インフラ資産等を網羅した固定資産台帳を整備し、ストック・

フロー情報を網羅的に公正価値で把握した上で、個々の取引情報を発生主義により複式

記帳して作成することを前提としたものです。 

（２）総務省方式改訂モデル 

 目指す方向性は基準モデルと同じですが、公有財産の状況や発生主義による取引情報

を、固定資産台帳や個々の複式記帳によらず、既存の決算統計情報を活用して作成する

ものです。新地方公会計制度で新たに求められる固定資産台帳については、段階的に整

備することが認められており、最終的には基準モデルと同じ台帳を整備することとなり

ます。 

 

３．南会津町においては 

（１）対象となる会計と開示する会計基準 

 総務省からは、町村及び人口３万人未満の都市は平成２３年度までに財務書類４表の

整備または必要な情報の開示することが要請されております。 

南会津町においては、平成２０年度決算から総務省方式改訂モデルによる普通会計財

務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を

作成し、平成２１年度決算においては、普通会計財務書類４表と合わせ町全体の財務４

表（普通会計及び特別会計の連結）を作成・公表しています。 

このような経緯を踏まえ、平成２２年度決算においては、地方公共団体と関係団体等

を連結した、町全体の財務４表を作成しました。 

（２）有形固定資産の把握 

財務書類４表作成における資産額の算定にあたっては、実務研究会報告書の指針に基
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づき、昭和４４年度から平成２２年度までの地方財政状況調査（決算統計）の普通建設

事業費の累計額により有形固定資産を把握しています。また、土地以外の有形固定資産

については、実務研究会報告書に定められた耐用年数により残存価格ゼロの定額法で減

価償却を行っています。 

    

Ⅱ．普通会計 

１．貸借対照表 

（１）貸借対照表とは 

 貸借対照表は、町が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）が、

どのような財源（負債、純資産）で形成されたのかを対象表示した表です。資産と負

債・純資産が一致し表の左右でバランスしていることから「バランスシート」とも言

われます。 

（２）貸借対照表の構成 

貸借対照表は「資産」「負債」「純資産」から構成されます。 

資産には①町が住民サービス提供のために「使うための資産」と②将来、町に資金

の流入をもたらす「回収する資産」の２つがあり、①については施設や道路などのイ

ンフラ資産が、②については税の滞納分等が含まれます。 

 負債は、将来、町からの資金の流出をもたらすもので、地方債等が含まれます。

地方債は、公共資産等の「住民サービスを提供するために取得した財産の財源」で

あり、住民サービスを受ける世代間の公平性を図るという観点から発行されるもの

ですので、負債は「将来世代が負担するもの」という見方ができます。 

 純資産は、資産と負債の差額になります。地方債と同様に「住民サービスを提供

するために取得した財産の財源」ですので「これまでの世代が負担した部分」とい

う見方ができます。 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

借　方 貸　方

資　産

負　債

純資産

使うための資産

（例：インフラ資産、施設等）

回収する資産

（例：貸付金、

滞納した税金等）

将来世代が負担

するもの

（例：借金、将来支払

退職金)

これまでの世代が

負担した部分

（例：国県の補助金、税金）

将来キャッシュフロー

行政サービス提供能力

財 産 財 源

財産（資産合計）と財源（負債・純資産合計）は均衡（バランス）します。
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（３）南会津町の貸借対照表 

    南会津町の貸借対照表（概要版）は次のとおりです。 

（単位：千円）

金額

１．公共資産 １．固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 13,901,593

①生活インフラ・国土保全 21,095,718 (2) 退職手当引当金 2,352,111

②教育 14,060,169

③福祉 3,051,003 ２．流動負債

④環境衛生 719,305 (1) 翌年度償還予定地方債 1,552,026

⑤産業振興 13,729,264 (2) その他 119,596

⑥消防 772,940

⑦総務 4,145,466

有形固定資産計 57,573,865 負債合計 17,925,326

(2) 売却可能資産 278,342

２．投資等

(1) 投資及び出資金 1,249,157

投資損失引当金 △ 12,458

(2) 貸付金 0

(3) 基金等 3,465,107

３．流動資産 純資産合計 46,415,595

(1) 財調基金等 1,218,065

(2) 歳計現金 538,599

(3) 未収金 30,244

資産合計 64,340,921 負債純資産合計 64,340,921

※有形固定資産の内、土地は7,617,780千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は50,231,897千円です。

貸借対照表

資産の部 金額 負債の部

純資産の部

   

 

貸借対照表を南会津町の住民一人当たりに換算すると以下のようになります。 

（単位：千円）

金額

１．公共資産 １．固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 753

①生活インフラ・国土保全 1,142 (2) 退職手当引当金 127

②教育 761

③福祉 165 ２．流動負債

④環境衛生 38 (1) 翌年度償還予定地方債 84

⑤産業振興 743 (2) その他 6

⑥消防 41

⑦総務 224

有形固定資産計 3,074 負債合計 970

(2) 売却可能資産 15

２．投資等

(1) 投資及び出資金 67

（内、投資損失引当金） △ 1

(2) 貸付金 0

(3) 基金等 187

３．流動資産 純資産合計 2,468

(1) 財調基金等 65

(2) 歳計現金 29

(3) 未収金 2

資産合計 3,438 負債純資産合計 3,438

資産の部 金額 負債の部

純資産の部

住民一人当たり貸借対照表（Ｈ２３．３．３１現在　住民基本台帳人口18,457人）
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 （４）貸借対照表の分析 

  ①有形固定資産の目的別割合 

貸借対照表の有形固定資産の目的別割合をみることで、どの行政分野に社会資本整

備の重点を置いてきたかを把握することができます。 

構成比

①生活インフラ・国土保全 36.3%

②教育 24.3%

③福祉 5.3%

④環境衛生 1.3%

⑤産業振興 23.7%

⑥消防 1.5%

⑦総務 7.6%

有形固定資産計 100.0%

行政目的別区分

 

 ②投資損失引当金 

 投資損失引当金が 12,458 千円計上されており、第３セクター等に対する出資金のう

ち将来回収できないと見込まれる損失金が生じていることを意味しています。 

③社会資本形成の世代間負担比率 

 純資産は、過去から現代までの世代（以下、現世代）の負担により形成された財産

の額を示しています。公共資産残高に対する純資産の割合は、社会資本形成が現世代

の負担によりどれだけ賄われたかを示すものと考えられます。 

公共資産は、今後も引き続き住民サービスに利用されるものですので、現世代の負

担だけで形成されていることが一概に良いとは言えませんが、健全な財政運営の視点

で見ると、将来世代の負担に頼り過ぎているよりも、現世代が既に負担した割合が高

いほうが今後の財政運営にとって望ましいと考えられます。 

純資産合計 46,415,595千円

公共資産合計（非金融資産合計含） 57,852,207千円

南会津町の比率

現世代負担比率 ＝ ＝ ＝ 80.2%
 

 地方債残高は、これからの世代（以下、将来世代）が負担するものです。公共資

産残高に対する地方債残高の割合は、これまで形成してきた社会資本に対する負担

を将来世代がどれだけ負担しなければならないのかを示すものです。 

地方債残高 15,453,619千円

公共資産合計（非金融資産合計） 57,852,207千円

南会津町の比率

将来世代負担比率 ＝ ＝ ＝ 26.7%
 

現世代負担比率の平均的な値は50％から90％、将来世代負担比率は15％から40％
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の間と言われており、南会津町は平均的な値になっているといえます。 

④資産老朽化比率 

 有形固定資産のうち、土地以外の償却資産（建物や工作物等）の取得価額に対する

減価償却累計額の割合を計算することで、耐用年数に対して資産の取得からどの程度

経過しているかを全体として把握することができます。 

50,231,897千円

57,573,865千円 － 7,617,780千円 ＋ 50,231,897千円
＝ 50.1%

南会津町の比率

資産老朽化比率 ＝

＝

減価償却累計額

有形固定資産合計 － 土地 ＋ 減価償却累計額

 

 資産老朽化比率の平均的な値は 35％から 50％の間と言われており、南会津町の値

は平均的な値になっておりますが、わずかでありますが、50％を超えた値となって

いることから老朽化した施設が多く、今後は統廃合も含めた施設運営の検討も必要

となっています。 

 

２．行政コスト計算書 

 （１）行政コスト計算書とは 

 行政コスト計算書は、１年間の行政活動のうち資産形成に結びつかない行政サービ

スにかかる経費（経常行政コスト）とその行政サービスの直接の対価として得られた

収入（経常収益）の状況を表したもので、企業会計における損益計算書に相当するも

のです。ただし、地方自治体は民間企業とは活動目的が異なることから、行政コスト

計算書は損益計算のように利益が幾らなのかを計算するものではなく、行政サービス

提供にかかったコストから利用者の負担を差し引いた純粋なコストを把握することが

主要な目的となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表 歳入歳出決算書 行政コスト計算書

歳入歳出決算（現金主義）と貸借対照表・行政コスト計算書との関係

歳 出

歳 入

行政コスト

（費用）

収入項目

（収益）

資 産

負 債

純 資 産

行政コストを賄うための収入

（町税、使用料、補助金等）
資産形成のための財源

（地方債、国県支出金、一般財源等）

資産形成につながらないもの

（人件費、物件費、福祉給付費等）

資産形成につながるもの

（普通建設事業費、積立金）
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 官庁会計の歳入歳出決算書では、資産形成に関わる支出も単年度の行政サービス

に関わる支出も、すべてその年度の歳入歳出を対象として収支を計算しますが、行

政コスト計算書では、普通建設事業費や地方債償還費は資産や負債の増減であり、

費用の発生として処理しません。一方で、歳入歳出決算書では計上されない減価償

却費等については費用の発生として行政コスト計算書に計上されます。 

（２）行政コスト計算書の構造 

行政コスト計算書は、縦の列が性質別に、横の行については目的別に分かれて

おり、行政コスト計算書から、どのような分野に力を入れているのかなどの地方

自治体ごとの特徴を見出すことができます。また、経常収益の部分からは、それ

ぞれの分野がどの程度の受益者負担で賄われているかを見ることができます。 

（３）南会津町の行政コスト計算書 

  南会津町の行政コスト計算書（概要版）は次のとおりです。 

（単位：千円）

（構成比率） 金額
生活・インフラ

・国土保全 教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 議会 支払利息等

１．人にかかるコスト

　（１）人件費 18.2% 1,975,155 112,906 325,215 267,432 126,799 255,260 33,194 760,588 93,761

　（２）退職手当引当金繰入等 3.8% 416,617 14,571 71,353 69,350 32,254 60,534 4,449 154,053 10,053 0

２．物にかかるコスト

　（１）物件費 13.6% 1,478,735 30,029 425,070 212,114 97,769 320,780 46,526 339,469 6,978

　（２）維持補修費 3.6% 386,820 310,017 39,817 571 183 20,938 3,321 11,973 0

　（３）減価償却費 22.5% 2,439,040 630,514 409,849 172,250 47,228 819,436 110,343 249,420

３．移転支出的なコスト

　（１）社会保障給付 7.0% 761,882 9,982 751,900 0

　（２）補助金等 16.1% 1,746,099 217,398 79,092 90,823 496,073 234,250 458,710 168,599 1,154

　（３）他会計等への支出 13.0% 1,405,422 147,634 0 767,661 246,075 182,319 0 61,733 0 0

４．その他のコスト

　（１）支払利息等 2.2% 234,556 0 0 234,556

経常行政コスト（Ａ） 10,844,326 1,463,069 1,360,378 2,332,101 1,046,381 1,893,517 656,543 1,745,835 111,946 234,556

（構成比率） 13.5% 12.5% 21.5% 9.6% 17.5% 6.1% 16.1% 1.0% 2.2%

一般財源
振替額

使用料・手数料 149,325 30,245 7,948 56,893 211 0 0 13,259 0 40,769

分担金・負担金・寄付金 99,735 17 1,274 30,087 45 4,389 0 147 0 0 63,776

経常収益（Ｂ） 249,060 30,262 9,222 86,980 256 4,389 0 13,406 0 0 104,545

純経常行政コスト（Ａ）-（Ｂ） 10,595,266 1,432,807 1,351,156 2,245,121 1,046,125 1,889,128 656,543 1,732,429 111,946 234,556 △ 104,545

（Ｂ）／（Ａ） 2.30% 2.07% 0.68% 3.73% 0.02% 0.23% 0.00% 0.77% 0.00% 0.00%

行政コスト計算書

住民一人当たり行政コスト計算書

（構成比率） 金額

１．人にかかるコスト

　（１）人件費 18.2% 105

　（２）退職手当引当金繰入等 3.8% 22

２．物にかかるコスト

　（１）物件費 13.6% 79

　（２）維持補修費 3.6% 21

　（３）減価償却費 22.5% 130

３．移転支出的なコスト

　（１）社会保障給付 7.0% 41

　（２）補助金等 16.1% 93

　（３）他会計等への支出 13.0% 75

４．その他のコスト

　（１）支払利息等 2.2% 13

経常行政コスト（Ａ） 579

（構成比率）

使用料・手数料 8

分担金・負担金・寄付金 5

経常収益（Ｂ） 13

純経常行政コスト（Ａ）-（Ｂ） 566

（Ｂ）／（Ａ） 2.30%

（Ｈ２３．３．３１現在　住民基本台帳人口18,457人）

 

※端数処理により内訳と合計が一致しない箇所があります。 
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（４）行政コスト計算書の分析 

①性質別 

南会津町の行政コスト計算書を性質別にみると、全体の約４割を占める、物に対す

るコストが高いことが分かります。中でも減価償却費の割合が高く、過去の資本投資

が現在の行政サービスに生かされていることが分かります。また、近年の少子・高齢

化の進行により、社会保障給付も増加傾向にあります。 

②目的別 

南会津町の行政コスト計算書を目的別に見てみると、福祉や産業振興といった分野

が大きくなっています。産業振興の分野では減価償却費の割合が高くなっており、過

去の資本投資が産業振興の分野に多く充当されてきたことが分かります。福祉の分野

では社会保障給付等の移転財源的なコストが高くなっていることが分かります。 

   ③経常収益 

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる受益者負担の金額で経常収益の行

政コストに対する割合を算定することで、受益者負担割合を算定することができます。 

経常収益（業務収益） 249,060千円

経常行政コスト合計（経常費用） 10,595,266千円

南会津町の比率

受益者負担比率 ＝ ＝ ＝ 2.4%
 

受益者負担比率の平均的な値は２％から８％の間と言われております。 

分野別に経常収益の割合を見ると一番高い福祉の分野でも 3.7％であり、経常行政コ

ストの多くが直接的な受益者負担以外の税金等の財源で賄われていることが分かりま

す。 

 

３．純資産変動計算書 

（１）純資産変動計算書とは 

 純資産変動計算書とは、貸借対照表の純資産（資産から負債を差し引いた部分）の１

年間の増減を示したものです。 

（２）純資産変動計算書の構造 

 貸借対照表において純資産は、これまでの世代が負担してきた部分を示していますの

で、これまでの世代が負担してきた部分が１年間で増えたのか減ったのかが分かります。 

 純資産の変動要因の主なものは、純経常行政コスト（減少要因）と一般財源（地方税

や地方交付税）・補助金等（増加要因）であり、純経常行政コストが一般財源・補助金

等を上回れば純資産が減少し、逆に下回れば純資産が増加することになります。 

 すなわち、純資産変動計算書において、一般財源・補助金等で純経常行政コストを賄

いきれないということは、将来への負担を増加させる要因となります。 



8 

 

（３）南会津町の純資産変動計算書 

  南会津町の純資産変動計算書（概要版）は次のとおりです。 

（単位：千円）

金額

期首純資産残高 45,932,858

純経常行政コスト △ 10,595,266

財源調達

地方税 1,519,596

地方交付税 6,980,125 9,088,998

その他行政コスト充当財源 589,277

経常補助金 1,682,766

建設補助金 519,250

臨時損益等 △ 213,011

期末純資産残高 46,415,595

純資産変動計算書

 

純経常行政コストに計上された金額は、行政コスト計算書の純経常行政コストと一

致します。 

（４）純資産変動計算書の分析 

一般財源・補助金等が純経常行政コストを上回っており、結果として期首純資産残

高に対して期末純資産残高が 482,737 千円増となっております。 

また、行政コスト計算書の純経常行政コストと純資産変動計算書の一般財源等の比率

を見ることにより、当年度の純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄

われたのかがわかります。比率が 100％を下回っている場合は、翌年度以降に引き継ぐ資

産が蓄積されたか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が軽減されたこと（もしくはそ

の両方）を表しており、逆に、比率が 100％を上回っている場合は、過去から蓄積された

資産が取り崩されたか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと（もしくは

その両方）を表しています。比率の数値が 100％から乖離しているほど、それらの割合が

高いことになり、平均的な値は 90％から 110％の間とされます。 

 

    

 

 

南会津町の行政コスト対税収等比率は 98.4％となっており、経常的な一般財源等に

より純経常行政コストのほとんどが賄われていることが分かります。 

 

 

9,088,998千円 ＋ 1,682,766千円

南会津町の比率

行政コスト対税収等比率 ＝

＝
10,595,266千円

＝ 98.4%

純経常コスト（純経常費用）

一般財源＋補助金等受入（その他一般財源のみ）
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４．資金収支計算書 

（１）資金収支計算書とは 

資金収支計算書とは、１年間の資金の流れを活動別に「経常的収支」「公共資産整備

収支」「投資・財務的収支」の３つに区分して表示したもので、企業会計におけるキャ

ッシュフロー計算書に相当するものです。資金の流れを示した点では歳入歳出決算書と

似ていますが、活動別に区分することで、歳入歳出決算書ではわからなかった活動別の

資金調達と資金使途を把握することができます。 

（２）資金収支計算書の構造 

 ①経常収支 

経常収支の部には、人件費や物件費などの支出と税収や手数料などの収入による経

常的な行政活動の収支の結果が示されています。 

②公共資産整備収支 

公共資産整備収支の部には、公共資産の整備に伴う支出とその財源である補助金や

借入金などの収入による公共事業の実施に伴う収支の結果が示されています。 

③投資・財務的収支 

投資・財務的収支の部には、出資、貸付、基金の積み立てなどの支出と貸付金の回

収などの収入や地方債の償還等の投資活動と財務的活動による収支の結果が示されて

います。 

④基礎的財務収支（プライマリーバランス） 

基礎的財政収支とは、一般的に地方債の発行と償還を除いた財務状況を示すもので

すが、財源の調整機能である財政調整基金と減債基金も除いた、実質的な収支のバラ

ンスを表示しています。この収支が黒字であれば、地方債の償還に係る費用以外の歳

出は、新たな借金ではなく当年度の税収等で賄えたことを意味するものです。 

（３）南会津町の資金収支計算書 

南会津町の資金収支計算書（概要版）は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

支　出 収　入 収支額

7,708,476 11,230,179 3,521,703

1,981,117 1,267,096 △ 714,021

3,192,033 517,082 △ 2,674,951

12,881,626 13,014,357 132,731

当年度繰上充用金増減額 0

132,731

405,868

538,599

13,014,357

△ 12,881,626

△ 1,346,687

1,772,672

517,432

1,076,148

　　地方債元利償還金

　　財政調整基金等積立金

基礎的財政収支

計

資金収支計算書

期首資金残高

期末資金残高

（基礎的財政収支）

　　収入総額

　　支出総額

　　地方債発行額

１．経常的収支

２．公共資産整備収支

３．投資・財務的収支

当年度歳計現金増減額
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なお、「期末資金残高」に計上された金額は、貸借対照表の歳計現金と一致します。 

（４）資金収支計算書の分析 

  ①当期収支及び基礎的財政収支 

公共資産整備支出及び投資・財務的収支がマイナスとなっていますが、これは経常

的収支の財源（一般財源）で賄われたことを意味しています。 

 基礎的財政収支については、黒字となっており財政の健全性と持続可能性を保って

いるといえます。 

  ②歳入額対資産比率 

  歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、形成されたストックである資

産は何年分の歳入が充当されたものかを見ることができます。平均的な値は、3.0 年～

7.0 年の間とされます。 

資産合計 57,852,207千円

資金収支計算書の収入合計 13,014,357千円

南会津町の比率

歳入額対資産比率 ＝ ＝ ＝ 4.45年
 

 

Ⅱ．連結会計財務書類について 

１．連結財務書類の目的 

（１）連結財務書類とは 

   連結財務書類とは、「普通会計のほか、町全体を構成する特別会計や町と連携して

行政サービスを実施している一部事務組合、第三セクター等を１つの行政サービス主

体とみなして作成する財務書類」のことです。 

（２）連結財務書類作成の目的 

   町の行政サービスは、普通会計だけでなく、多様な会計や関係団体の連携・協力によ

り実施されています。このため、普通会計の財務書類を作成するだけでは、必ずしも１

つの行政サービス実施主体全体としての財務状況の全体像を把握することはできませ

ん。 

   そこで、町と関係団体等を連結して一つの行政サービス主体としてとらえ、補助金等

の公的資金によって形成された資産の状況やその財源とされた負債や純資産の状況、さ

らには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況等を総合的に明らかにするこ

とを目的として、連結財務書類を作成するものです。 

   また、町全体のより一層の財務状況の透明性の向上と住民に対する説明責任を果たす

ことも期待されています。 
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              【連結財務書類のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）連結対象団体等の連結の方法 

   連結対象団体等の連結の方法には、「全部連結」と「比例連結」の２つの方法があり、

連結対象団体等によってそれぞれ手法が異なっています。 

① 全部連結 

 普通会計、公営事業会計（法適用含）、地方三公社については、普通会計財務書類に

連結対象法人等の財務書類のすべてを合算する「全部連結」の手法が採用されています。 

   また、第三セクター等については、出資比率が５０％以上は全部連結ですが、出資比

率が５０％以下の場合は、町が実質的に主導的な立場を確保している場合には、全部連

結の手法を採用することとされています。なお、出資比率が２５％未満の場合が、基本

的に連結対象外となりますが、損失補償を付している等、町が実施的に主導的な立場を

確保している場合は、全部連結を採用します。 

  ②比例連結 

   一部事務組合については、普通会計財務書類に連結対象法人等の財務書類を、出資比

率に応じて合算することとされています。  

  ③南会津町における連結の方法 

以上のことから、平成２２年度決算における南会津町の連結財務書類作成において

は、 

     ・普通会計及び公営事業会計（法適用企業含む） 

     ・一部事務組合及び地方三公社 

     ・町から出資しているすべての第三セクター等 

  を連結対象団体とします（連結対象団体は別紙のとおり）。 

   なお、普通会計と他会計等との連結にあたっては、内部取引にあたる会計間の繰り出

し、繰り入れ等（水道料金等を除く）を相殺しております。 

 

１つの行政サービス主体（南会津町全体） 

普通会計 

公営事業会計 

町全体 

第三セクター等 

地方三公社 

一部事務組合・広域連合 

連結 



12 

 

（単位：千円）

金額

１．公共資産 １．固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 1,138

①生活インフラ・国土保全 1,488 (2) 退職手当引当金等 226

②教育 762

③福祉 165 ２．流動負債

④環境衛生 501 (1) 翌年度償還予定地方債 113

⑤産業振興 1,192 (2) その他 27

⑥消防 49

⑦総務 225

有形固定資産計 4,385 負債合計 1,504

(2) 無形固定資産 7

(3) 売却可能資産 15

２．投資等

(1) 投資及び出資金 64

(2) 貸付金 1

(3) 基金等 270

３．流動資産 純資産合計 3,406

(1) 資金 155

(2) 未収金等 13

資産合計 4,910 負債純資産合計 4,910

資産の部 金額 負債の部

純資産の部

住民一人当たり南会津町全体貸借対照表（Ｈ２３．３．３１現在　住民基本台帳人口18,457人）

３．南会津町全体財務書類 

 （１）南会津町全体貸借対照表 

南会津町全体貸借対照表（概要版）は次のとおりです。 

 南会津町全体貸借対照表を住民一人当たりに換算すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

金額

１．公共資産 １．固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 21,006,348

①生活インフラ・国土保全 27,481,567 (2) 手当引当金 4,174,886

②教育 14,075,359

③福祉 3,051,003 ２．流動負債

④環境衛生 9,255,264 (1) 翌年度償還予定地方債 2,086,772

⑤産業振興 21,994,547 (2) その他 502,603

⑥消防 909,064

⑦総務 4,161,521

有形固定資産計 80,928,325 負債合計 27,770,609

(2) 無形固定資産 130,749

(3) 売却可能資産 278,342

２．投資等

(1) 投資及び出資金 1,185,002

(2) 貸付金 27,250

(3) 基金等 4,975,398

３．流動資産

(1) 資金 2,867,466 純資産合計 62,866,512

(2) 未収金等 244,589

資産合計 90,637,121 負債純資産合計 90,637,121

南会津町全体貸借対照表
資産の部 金額 負債の部

純資産の部
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南会津町全体と普通会計との貸借対照表の比較は以下のとおりです。 

１．公共資産 全体 普通会計 差

(1) 有形固定資産

①生活インフラ・国土保全 27,481,567 21,095,718 6,385,849

②教育 14,075,359 14,060,169 15,190

③福祉 3,051,003 3,051,003 0

④環境衛生 9,255,264 719,305 8,535,959

⑤産業振興 21,994,547 13,729,264 8,265,283

⑥消防 909,064 772,940 136,124

⑦総務 4,161,521 4,145,466 16,055

有形固定資産計 80,928,325 57,573,865 23,354,460

(2) 無形固定資産 130,749 0 130,749

(3) 売却可能資産 278,342 278,342 0

２．投資等

(1) 投資及び出資金 1,185,002 1,236,699 -51,697

(2) 貸付金 27,250 0 27,250

(3) 基金等 4,975,398 3,465,107 1,510,291

３．流動資産

(1) 資金 2,867,466 1,756,664 1,110,802

(2) 未収金等 244,589 30,244 214,345

資産合計 90,637,121 64,340,921 26,296,200

金額

１．固定負債 全体 普通会計 差

(1) 地方債 21,006,348 13,901,593 7,104,755

(2) 退職手当引当金等 4,174,886 2,352,111 1,822,775

２．流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 2,086,772 1,552,026 534,746

(2) その他 502,603 119,596 383,007

負債合計 27,770,609 17,925,326 9,845,283

純資産合計 62,866,512 46,415,595 16,450,917

負債純資産合計 90,637,121 64,340,921 26,296,200

資産の部 金額

負債の部

純資産の部

（単位：千円）

比較貸借対照表

 

普通会計に対し南会津町全体については、資産の部で①生活インフラ・国土保全及び
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④環境衛生、⑤産業振興の分野が大きく増加していますが、これは公共下水道や水道事

業、一部事務組合で保有する資産、さらには第三セクターで保有するスキー場や宿泊施

設等の観光施設等の資産が含まれたことによるものです。 

負債の部には、退職手当等引当金等の中に、第三セクター等長期借入金も含まれてお

ります。 

また、投資及び出資金の部が減少しているのは、普通会計から水道事業会計及び第三

セクターへの出資金を相殺消去しているためです。 

 次に、社会資本形成の世代間負担比率については、以下のとおりとなります。 

                 普通会計の現世代負担比率 80.2％  -2.9％ 

地方債残高 21,006,348千円

公共資産合計（非金融資産合計） 81,337,416千円

南会津町の比率

将来世代負担比率 ＝ ＝ ＝ 25.8%
 

普通会計の将来世代負担比率 24.0％  ＋1.8％ 

    

（２）南会津町全体行政コスト計算書 

南会津町全体行政コスト計算書（概要版）は次のとおりです。 

純資産合計 62,866,512千円

公共資産合計（非金融資産合計含） 81,337,416千円

南会津町の比率

現世代負担比率 ＝ ＝ ＝ 77.3%

（単位：千円）

（構成比率） 金額
生活・イ ンフラ

・国土保全
教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 議会 支払利息等

１．人にかかるコスト

　（１）人件費 16.7% 3,391,809 125,458 345,566 343,223 258,927 1,033,178 371,077 820,218 94,162 0

　（２）退職手当引当金繰入等 2.7% 555,062 9,515 73,189 83,667 67,585 67,863 82,943 160,222 10,078 0

２．物にかかるコスト

　（１）物件費 15.0% 3,037,392 59,025 426,536 336,838 354,208 1,468,939 66,564 318,144 7,138 0

　（２）維持補修費 2.7% 545,284 315,043 39,817 571 111,692 59,988 5,641 12,532 0 0

　（３）減価償却費 17.9% 3,637,678 806,396 410,431 172,250 456,803 1,417,814 123,105 250,879 0 0

３．移転支出的なコスト

　（１）社会保障給付 32.2% 6,547,751 0 9,982 6,537,769 0 0 0 0 0 0

　（２）補助金等 5.2% 1,056,339 217,398 79,719 505,517 195,513 205,142 458,644 -606,754 1,160 0

　（３）他会計等への支出 0.2% 35,127 123,564 0 212,223 -262,728 -37,932 0 0 0 0

　（４）その他 0.9% 182,036 0 0 44,941 14,282 61,081 0 61,732 0 0

４．その他のコスト

　（１）支払利息等 6.5% 1,325,978 14,170 0 96,374 186 788,332 381 824 0 425,711

経常行政コスト（Ａ） 20,314,456 1,670,569 1,385,240 8,333,373 1,196,468 5,064,405 1,108,355 1,017,797 112,538 425,711

（構成比率） 8.2% 6.8% 41.0% 5.9% 24.9% 5.5% 5.0% 0.6% 2.1%

一般財源

振替額

使用料・手数料 180,658 30,245 7,948 56,893 31,231 0 301 13,259 0 0 40,781

分担金・負担金・寄付金 2,520,982 3,384 1,274 2,654,820 -304,888 4,389 21 -744,518 0 0 906,500

保険料・事業収益 3,726,092 82,471 0 760,358 344,844 2,497,559 0 8,038 0 32,822 0

その他 121,159 124,055 0 7,318 -289,380 278,904 0 -32,560 0 32,822 0

経常収益（Ｂ） 6,548,891 240,155 9,222 3,479,389 -218,193 2,780,852 322 -755,781 0 65,644 947,281

純経常行政コスト（Ａ）-（Ｂ） 13,765,565 1,430,414 1,376,018 4,853,984 1,414,661 2,283,553 1,108,033 1,773,578 112,538 360,067 △ 947,281

（Ｂ）／（Ａ） 32.24% 14.38% 0.67% 41.75% -18.24% 54.91% 0.03% -74.26% 0.00% 15.42%

行政コスト計算書
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  連結した特別会計等では、受益者からの使用料や保険料等の収入があるため、①生

活インフラ・国土保全及び②環境衛生、③産業振興の分野の部門で経常行政コストに対

する経常収益の割合が高くなっています。なお、経常行政コストにおける他会計への支

出、および経常収益における分担金・負担金・寄付金等がマイナスになっているのは、

会計間の取引を相殺消去したためです。 

 

 

住民一人当たりの南会津町全

体行政コストは 668 千円になり

普通会計行政コストより 102 千

円の増となります。なお、他会計

等への支出がマイナスになって

いるのは、繰り入れ・繰り出しと

いった会計間の取引を相殺消去

したためです。  

 

 

 

 

 

 

※端数処理により内訳と合計が一致しない箇所があります。 

 

受益者負担比率については以下のとおりです。 

経常収益（業務収益） 6,548,891千円

経常行政コスト合計（経常費用） 20,314,456千円

南会津町の比率

受益者負担比率 ＝ ＝ ＝ 32.2%
  

 

国民健康保険や公共下水道等の特別会計は、受益者から保険料や使用料を徴収してい

ることから、南会津町全体行政コスト計算書においては普通会計行政コスト計算書より

も受益者負担比率が高くなります。 

 

 

 

 

住民一人当たり比較行政コスト計算書
       （Ｈ２３．３．３１現在　住民基本台帳人口18,457人）

全体 普通会計 差

１．人にかかるコスト

　（１）人件費 183 105 78

　（２）退職手当引当金繰入等 30 22 8

２．物にかかるコスト

　（１）物件費 164 79 85

　（２）維持補修費 29 21 8

　（３）減価償却費 197 130 67

３．移転支出的なコスト

　（１）社会保障給付 354 41 313

　（２）補助金等 57 93 △ 36

　（３）他会計等への支出 2 75 △ 73

　（４）その他 9 0 9

４．その他のコスト

　（１）支払利息等 71 13 58

経常行政コスト（Ａ） 1100 579 521

使用料・手数料 9 8 1

分担金・負担金・寄付金 136 5 131

保険料・事業収益 201 0 201

その他 6 0 6

経常収益（Ｂ） 432 13 419

純経常行政コスト（Ａ）-（Ｂ） 668 566 102
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（３）南会津町全体純資産変動計算書 

南会津町全体純資産変動計算書（概要版） 

は右記のとおりです。 

期首純資産残高に対して期末純資産残高が 

105,405 千円増となっております。 

 

 

 

 

 

（４）南会津町全体資金収支計算書 

南会津町全体資金収支計算書（概要版）は次のとおりです。 

（単位：千円）

支　出 収　入 収支額

16,225,812 19,892,709 3,666,897

2,198,283 1,545,546 △ 652,737

3,435,821 584,417 △ 2,851,404

21,859,916 22,022,672 162,756

当年度繰上充用金増減額 0

162,756

2,704,710

2,867,466

資金収支計算書

期首資金残高

期末資金残高

１．経常的収支

２．公共資産整備収支

３．投資・財務的収支

当年度資金増減額

計

 

 

普通会計資金収支計算書において「資金」は歳計現金を示していますが、南会

津町全体資金収支計算書における「資金」は、歳計現金だけではなく財政調整基

金等を含んだ額となります。 

 

Ⅳ．連結財務書類から見える今後の課題等 

  本町において新地方公会計制度に基づく財務書類を作成して３年目となった今年度は、

普通会計や特別会計の他、一部事務組合や地方３公社、第三セクター等を連結した町全体

の財務４表を作成しました。 

  それにより、明らかになった今後の主な課題等は以下のとおりです。 

 

 

（単位：千円）

金額

期首純資産残高 62,761,107

純経常行政コスト △ 13,765,565

財源調達

地方税 1,519,596

地方交付税 6,980,125

その他行政コスト充当財源 624,491

補助金 4,965,814

臨時損益等 △ 219,056

期末純資産残高 62,866,512

純資産変動計算書
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（１）“すべてが町の資産・負債”であるという視点で考える 

今回の連結財務書類作成により、町全体での資産は増加しましたが、それと関連し

て、例えば、第三セクターの長期借入金等、これまでの財務書類では見えなかった「負

債」が明らかになっています。 

今回連結した関係団体等が所有する資産や負債などは、所有はそれぞれ違っても、

「すべてが町の資産・負債」であり、それらの運用いかんによって、住民への負担に

直接のしかかってくると言えます。今後は将来世代への負担軽減を図りながら、資産

や負債などすべての行政資源とコスト等を総合的に把握した行政運営が必要となって

います。 

（２）“受益者負担”によるコスト削減 

   行政コスト計算書から分かるように、使用料や手数料などの「収益」で人件費や物 

件費、社会保障給付等の「費用」を賄い切れない状況にあります。受益者負担率は現 

時点で平均的な水準を保っていますが、今後さらなる少子・高齢化が進行が予想され 

る中、特に福祉の分野での社会保障給付等にかかるコストが増加してくることが予想 

されます。税収確保が望めない中、一概にコストに見合う受益者負担を増やすことは 

難しいと思われますが、受益者負担の見直しや介護予防等による社会保障給付費の削 

減等に取り組む必要があります。 

 （３）第三セクターについて 

   町内の第三セクターは、特に大きな資産を保有していない中、経営のための財源の 

多くを行政からの投資・出資金や指定管理料等によって賄っています。今年度も投資 

損失引当金を計上しており、そのことは、第三セクターのみならず、町、最終的には 

住民に対する負担へとつながっていきます。 

 また、老朽化した施設も数多く抱えていることから、現在進められている「第三セ 

クター経営評価委員会」と連携しながら、中長期的な施設管理を視野に入れた経営改 

善に取り組んでいく必要があります。 

                 

Ⅴ．今後の新地方公会計制度について 

  従来の官庁会計は、単式簿記・現金主義によるもので、「現金」という一つの科目の収

支のみを記録するものですが、一方、新地方公会計制度による財務書類では、現金の収支

に関わらず、一つの取引について、それを原因と結果の両方から捉え、二面的に記録する

ことにより、資産の動きや行政サービスの提供に必要なコストを把握することができるこ

ととなります。 

 しかし、企業会計とは、そもそもの目的が異なります。企業の目的は利益獲得であり、 

これに対し、地方公共団体は利益の獲得を目的としません。 
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 現金以外の行政資源の重要性が増大している中で、企業会計的手法を活用すると共に 

複式簿記の考え方の導入を図ることが重要です。今年度においては、普通会計と特別会計

と合わせ、関係団体を含めた連結財務書類を作成しましたが、単に作成して終わりとする

だけでなく、従来の歳入・歳出決算や公共施設管理等と連動して活用し、自治体経営につ

なげていくことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

現在

官庁会計

現金支出（歳出）

現金収入（歳入）


